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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透液性のトップシートと、不透液性のバックシートと、前記トップシート及び前記バッ
クシート間に介装された吸収体と、が備わる本体部を有し、
　この本体部の少なくとも一方の幅方向外側部に、前後方向に延在する立体ギャザーが備
わる吸収性物品であって、
　前記立体ギャザーが前記本体部の幅方向外側部に複数設けられ、
　各立体ギャザーは、前後方向に延在するギャザーシートを有し、このギャザーシートの
起立先端部に前後方向に伸張した状態で固定された弾性伸縮部材が備わり、
　前記複数の立体ギャザーとして、
　前後方向中央側に位置する起立部と、前後方向両端側に位置する固定部と、前記起立部
及び前記固定部間に位置する半起立部とを有する第１立体ギャザーと、
　この第１立体ギャザーの幅方向外側に並び、前後方向中央側に位置する起立部と、前後
方向両端側に位置する固定部とを有し、前記起立部の前後端部が前記第１立体ギャザーの
半起立部の幅方向外側まで延在する第２立体ギャザーと、が少なくとも備わり、
　前記第１立体ギャザーの幅方向外側に隣接して、前後方向中央側に位置する第１半起立
部と、この第１半起立部の前後に位置する起立部と、前後方向両端側に位置する固定部と
、前記起立部及び前記固定部間に位置する第２半起立部とを有し、前記起立部又は前記第
２半起立部が前記第１立体ギャザーの半起立部の幅方向外側に位置する、
　ことを特徴とする吸収性物品。
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　ここで前記起立部とは、前記ギャザーシートの起立先端部及び起立中央部が前記本体部
側の部材に非固定とされ、前記ギャザーシートの起立基端部が前記本体部側の部材に固定
された部位であり、前記半起立部とは、前記ギャザーシートの起立先端部が前記本体部側
の部材に非固定とされ、前記ギャザーシートの起立中央部及び起立基端部が前記本体部側
の部材に固定された部位であり、前記固定部とは、前記ギャザーシートの起立先端部、起
立中央部及び起立基端部が前記本体部側の部材に固定された部位である。
【請求項２】
　前記ギャザーシートが、前後方向に延在する基端シートと、この基端シート上において
前後方向に延在する肌当りシートとを有し、前記基端シートの内側端縁及び前記肌当りシ
ートの内側端縁は連続し、この連続部及び前記肌当りシートの外側端部に前後方向に伸張
した状態で固定された弾性伸縮部材がそれぞれ備わり、
　前記起立部は、前記基端シートの内側部分及び前記肌当りシートが前記本体部側の部材
に非固定とされ、前記基端シートの外側部分が前記本体部側の部材に固定された部位であ
り、前記半起立部は、前記肌当りシートが前記本体部側の部材に非固定とされ、前記基端
シートの内側部分及び外側部分が前記本体部側の部材に固定された部位であり、前記固定
部は、前記基端シートの内側部分及び外側部分並びに前記肌当りシートが前記本体部側の
部材に固定された部位である、
　請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記第１立体ギャザーの幅方向内側における吸収体に、前後方向中央側から前後方向両
端側に向かって延在し、かつ前記第１立体ギャザーとの離間距離が広がる凹状又はスリッ
ト状の溝部が形成されている、
　請求項１又は請求項２記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記第１立体ギャザーの幅方向外側であって前記第２立体ギャザーの幅方向内側におけ
る吸収体に、前後方向両端側から前後方向中央側に向かって延在し、かつ前記第２立体ギ
ャザーとの離間距離が広がる凹状又はスリット状の溝部が形成されている、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の吸収性物品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体ギャザーが備わる吸収パッド、テープ型使い捨ておむつ、パンツ型使い
捨ておむつ等の吸収性物品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　吸収パッド、テープ型使い捨ておむつ、パンツ型使い捨ておむつ等の吸収性物品として
は、体液の横漏れを防止するために、立体ギャザーが備わるものが知られている（例えば
、特許文献１～３等参照。）。この種の立体ギャザーは、体液の横漏れを防止するのに極
めて有用であり、着用者の肌に対するフィット性や装着感等を改善するための改良も日々
行われている。
【０００３】
　しかしながら、近年では、以下のような要求も高まっている。
　すなわち、この種の吸収性物品は、仰向き寝で使用されるばかりではなく、拘縮や片麻
痺等を原因として横向き寝（側臥位）で使用されることもある。しかるに、横向き寝で使
用された場合、尿等の体液は下側に位置した立体ギャザーに向かって流れた後、当該立体
ギャザーに沿って前後（背側や腹側）に流れ、腹側部分や背側部分に形成された着用者の
肌と吸収性物品（特にトップシート）との間の隙間から漏れる可能性がある（前後漏れ）
。この点、このような前後漏れを防止するためには、例えば、腹側部分や背側部分にも立
体ギャザーを設けることによって、あるいは着用者の肌に対する吸収性物品の締め付けを
きつくすることによって、着用者の肌と吸収性物品との間に隙間が形成されないようにす
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ることも考えられる。しかしながら、着用者の腰部や背部に褥瘡等が存在する場合があり
、このような場合は、着用者の肌と吸収性物品との間に隙間が形成されないようにすると
、患部を悪化させる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－０２４３１０号公報
【特許文献２】特開２００４－０７３２８５号公報
【特許文献３】特開２００６－１１６３４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする主たる課題は、横向き寝で使用される場合においても効果的
に前後漏れを防止することができる吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、吸収性物品が横向き寝で使用された場合、尿等の体液が下側に位置した立
体ギャザーに向かって流れた後、直ぐに当該立体ギャザーに沿って前後に流れてしまい、
吸収体の全域が有効に利用されていないことを知見した。そこで、吸収体を有効利用する
ための形態を種々検討し、結果、上記課題を解決する本発明を創作するに至ったものであ
る。すなわち、上記課題を解決した本発明は、次に示す通りである。
【０００７】
　〔請求項１記載の発明〕
　透液性のトップシートと、不透液性のバックシートと、前記トップシート及び前記バッ
クシート間に介装された吸収体と、が備わる本体部を有し、
　この本体部の少なくとも一方の幅方向外側部に、前後方向に延在する立体ギャザーが備
わる吸収性物品であって、
　前記立体ギャザーが前記本体部の幅方向外側部に複数設けられ、
　各立体ギャザーは、前後方向に延在するギャザーシートを有し、このギャザーシートの
起立先端部に前後方向に伸張した状態で固定された弾性伸縮部材が備わり、
　前記複数の立体ギャザーとして、
　前後方向中央側に位置する起立部と、前後方向両端側に位置する固定部と、前記起立部
及び前記固定部間に位置する半起立部とを有する第１立体ギャザーと、
　この第１立体ギャザーの幅方向外側に並び、前後方向中央側に位置する起立部と、前後
方向両端側に位置する固定部とを有し、前記起立部の前後端部が前記第１立体ギャザーの
半起立部の幅方向外側まで延在する第２立体ギャザーと、が少なくとも備わり、
　前記第１立体ギャザーの幅方向外側に隣接して、前後方向中央側に位置する第１半起立
部と、この第１半起立部の前後に位置する起立部と、前後方向両端側に位置する固定部と
、前記起立部及び前記固定部間に位置する第２半起立部とを有し、前記起立部又は前記第
２半起立部が前記第１立体ギャザーの半起立部の幅方向外側に位置する、
　ことを特徴とする吸収性物品。
　ここで前記起立部とは、前記ギャザーシートの起立先端部及び起立中央部が前記本体部
側の部材に非固定とされ、前記ギャザーシートの起立基端部が前記本体部側の部材に固定
された部位であり、前記半起立部とは、前記ギャザーシートの起立先端部が前記本体部側
の部材に非固定とされ、前記ギャザーシートの起立中央部及び起立基端部が前記本体部側
の部材に固定された部位であり、前記固定部とは、前記ギャザーシートの起立先端部、起
立中央部及び起立基端部が前記本体部側の部材に固定された部位である。
【０００８】
　（主な作用効果）
　本発明によると、体液が吸収体の広い範囲で吸収されることになり、前後漏れが防止さ
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れる。
　すなわち、例えば、図１の（１）に示すように、前後方向中央側に位置する起立部１１
と、前後方向両端側に位置する固定部１２と、起立部１１及び固定部１２間に位置する半
起立部１３とを有する第１立体ギャザー１０が備わると、吸収性物品が横向き寝で使用さ
れた場合、尿等の体液Ｎは、下側に位置した第１立体ギャザー１０に向かって流れ（Ｒ１
）、当該第１立体ギャザー１０の起立部１１に当たる。この起立部１１に当たった体液Ｎ
は、当該起立部１１に沿って前後に流れる（Ｒ２）。前後に流れた体液Ｎは、固定部１２
に至るに先立って、起立の低い半起立部１３を乗り越え、下方（幅方向外側）に流れる（
Ｒ３）。しかるに、第１立体ギャザー１０の幅方向外側（下方）には第２立体ギャザー２
０が並び、この第２立体ギャザー２０が前後方向中央側に位置する起立部２１と、前後方
向両端側に位置する固定部２２とを有し、起立部２１の前後端部が第１立体ギャザー１０
の半起立部１３の幅方向外側（下方、側方）まで延在すると、第１立体ギャザー１０の半
起立部１３を乗り越えた体液Ｎは、第２立体ギャザー２０の起立部２１に当たる。そして
、この起立部２１に当たった体液Ｎは、使用状態において吸収性物品の前後方向中央部が
椀状に凹むという特性から、当該第２立体ギャザー２０の起立部２１に沿って前後方向中
央側へ流れる（Ｒ４）。このように体液Ｎの流れが誘導されている間に、当該体液Ｎは吸
収体に吸収され続ける。したがって、体液Ｎは、吸収体の広い範囲で吸収されることにな
り、前後漏れが防止される。
【０００９】
【００１０】
　本発明によると、体液が吸収体のより広い範囲で吸収されることになり、前後漏れがよ
あり確実に防止される。
　すなわち、例えば、図１の（２）に示すように、第１立体ギャザー１０の幅方向外側（
下方）に隣接して、前後方向中央側に位置する第１半起立部３３Ａと、この第１半起立部
３３Ａの前後に位置する起立部３１と、前後方向両端側に位置する固定部３２と、起立部
３１及び固定部３２間に位置する第２半起立部３３Ｂとを有し、起立部３１又は第２半起
立部３３Ｂが、図示例では半起立部３３Ｂが第１立体ギャザー１０の半起立部１３の幅方
向外側（下方、側方）に位置する第３立体ギャザー３０が備わると、前述した第１立体ギ
ャザー１０の半起立部１３を乗り越えた体液Ｎは、第３立体ギャザー３０の起立部３１又
は第２半起立部３３Ｂ、図示例では半起立部３３Ｂに当たる（Ｒ３）。そして、起立部３
１又は第２半起立部３３Ｂに当たった体液Ｎの一部は、第３立体ギャザー３０に沿って前
後方向中央側へ流れる（Ｒ４）。この前後方向中央側へ流れ、前後方向中央側に位置する
第１半起立部３３Ａの上方に至った体液Ｎは、当該第１半起立部３３Ａを乗り越えて第２
立体ギャザー２０の起立部２１に当たるまで下方に流れる（Ｒ６）。他方、第３立体ギャ
ザー３０の第２半起立部３３Ｂに当たった体液Ｎの残部は、当該第２半起立部３３Ｂを乗
り越えて下方に流れる（Ｒ５）。この下方に流れた体液Ｎは、第２立体ギャザー起立部２
１の前後端部が第１立体ギャザー１０の半起立部１３の幅方向外側（下方、側方）まで延
在していると、第２立体ギャザー起立部２１の前後端部に当たる。そして、この起立部２
１に当たった体液Ｎは、第２立体ギャザー２０の起立部２１に沿って前後方向中央側へ流
れる（Ｒ７）。このようにして体液Ｎの流れが広範囲に誘導されるため、体液Ｎは、吸収
体のより広い範囲で吸収されることになり、前後漏れがより確実に防止される。
【００１１】
　〔請求項２記載の発明〕
　前記ギャザーシートが、前後方向に延在する基端シートと、この基端シート上において
前後方向に延在する肌当りシートとを有し、前記基端シートの内側端縁及び前記肌当りシ
ートの内側端縁は連続し、この連続部及び前記肌当りシートの外側端部に前後方向に伸張
した状態で固定された弾性伸縮部材がそれぞれ備わり、
　前記起立部は、前記基端シートの内側部分及び前記肌当りシートが前記本体部側の部材
に非固定とされ、前記基端シートの外側部分が前記本体部側の部材に固定された部位であ
り、前記半起立部は、前記肌当りシートが前記本体部側の部材に非固定とされ、前記基端
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シートの内側部分及び外側部分が前記本体部側の部材に固定された部位であり、前記固定
部は、前記基端シートの内側部分及び外側部分並びに前記肌当りシートが前記本体部側の
部材に固定された部位である、
　請求項１記載の吸収性物品。
【００１２】
　（主な作用効果）
　本発明によると、立体ギャザーの起立部と半起立部との機能の違いがより確実に発現さ
れることになり、請求項１記載の発明や請求項２記載の発明による作用効果がより確実に
奏せられる。
　すなわち、例えば、図２の（１）に示すように、ギャザーシート４１が、前後方向に延
在する基端シート４２と、この基端シート４２上において前後方向に延在する肌当りシー
ト４３とを有し、基端シート４２の内側端縁４２ａ及び肌当りシート４３の内側端縁４３
ａは、折返しや接合等によって連続し、この連続部及び肌当りシート４３の外側端部４３
ｂに前後方向に伸張した状態で固定された弾性伸縮部材４４がそれぞれ備わる場合におい
て、起立部が、例えば、図２の（３）に示すように、基端シート４２の内側部分４２Ａ及
び肌当りシート４３が本体部側の部材に非固定とされ、基端シート４２の外側部分４２Ｂ
が本体部側の部材に固定されていると、立体ギャザーが大きく起立し、着用者の肌に対し
て肌当りシート４３が面的に接するため、体液が立体ギャザーを乗り越え難くなる。他方
、半起立部が、図２の（２）に示すように、肌当りシート４３が本体部側の部材に非固定
とされ、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び外側部分４２Ｂが本体部側の部材に固定さ
れていると、立体ギャザーが小さく起立し、着用者の肌に対して接するとしても線的に接
するため、横漏れを誘発しない範囲で体液が立体ギャザーを乗り越える。したがって、本
発明によると、体液が吸収体上を正確に誘導され、請求項１記載の発明や請求項２記載の
発明による作用効果がより確実に奏せられる。なお、固定部においては、図２の（１）に
示すように、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び外側部分４２Ｂ並びに肌当りシート４
３が本体部側の部材に固定される。
【００１３】
　〔請求項３記載の発明〕
　前記第１立体ギャザーの幅方向内側における吸収体に、前後方向中央側から前後方向両
端側に向かって延在し、かつ前記第１立体ギャザーとの離間距離が広がる凹状又はスリッ
ト状の溝部が形成されている、
　請求項１又は請求項２記載の吸収性物品。
【００１４】
　（主な作用効果）
　本発明によると、体液が吸収体のより広い範囲で吸収されることになり、前後漏れがよ
り確実に防止される。
　すなわち、まず、例えば、図３の（１）に示すように、第１立体ギャザー１０の起立部
１１に当たった体液Ｎは、前述したように当該起立部１１に沿って前後に流れる（Ｒ２）
。しかるに、第１立体ギャザー１０の幅方向内側における吸収体３Ｘに、前後方向中央側
から前後方向両端側に向かって延在し、かつ第１立体ギャザー１０との離間距離ＬＸが広
がる凹状又はスリット状の溝部５１が形成されていると、第１立体ギャザー１０の起立部
１１に当たった体液Ｎの一部が当該溝部５１に沿って流れる（拡散する）。したがって、
体液Ｎが、吸収体のより広い範囲で吸収されることになり、前後漏れがより確実に防止さ
れる。
【００１５】
　しかも、仮に排液部が吸収体３Ｘの前後にずれた場合（符号Ｎで示す位置が前方又は後
方にずれた場合）は、体液Ｎが前方又は後方に流れる過程（排液部が前方にずれた場合は
前方に流れる過程、排液部後方にずれた場合は後方に流れる過程。なお、この場合は、通
常であれば、前後漏れし易くなる。）や、第１立体ギャザー１０に向かって流れる過程で
、溝部５１を横切ることになる。したがって、体液Ｎの一部は、溝部５１に沿って前後方
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向中央側へ拡散することになり、体液Ｎが排液部から前方又は後方に流れ、そのまま前後
漏れしてしまうおそれが防止される。なお、溝部５１に沿って前後方向中央側へ拡散した
体液Ｎは、第１立体ギャザー起立部１１に向かって流れ、以降、前述した通りに誘導され
る。
【００１６】
　〔請求項４記載の発明〕
　前記第１立体ギャザーの幅方向外側であって前記第２立体ギャザーの幅方向内側におけ
る吸収体に、前後方向両端側から前後方向中央側に向かって延在し、かつ前記第２立体ギ
ャザーとの離間距離が広がる凹状又はスリット状の溝部が形成されている、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【００１７】
　（主な作用効果）
　本発明によると、体液が吸収体のより広い範囲で吸収されることになり、前後漏れがよ
り確実に防止される。
　すなわち、まず、例えば、図３の（２）に示すように、第２立体ギャザー２０（起立部
２１）に当たった体液Ｎや、第３立体ギャザー３０（起立部３１又は半起立部３３Ｂ）に
当たった体液Ｎは、前述したように第２立体ギャザー２０に沿って前後方向中央側に流れ
（Ｒ７）、あるいは第３立体ギャザー３０に沿って前後方向中央側に流れる（Ｒ４）。し
かるに、第１立体ギャザー１０の幅方向外側であって第２立体ギャザーの幅方向内側にお
ける吸収体３Ｙに、前後方向両端側から前後方向中央側に向かって延在し、かつ第２立体
ギャザー２０との離間距離ＬＹが広がる凹状又はスリット状の溝部５２が形成されている
と、体液Ｎの一部が当該溝部５２に沿って流れる（拡散する）。したがって、体液Ｎが、
吸収体のより広い範囲で吸収されることになり、前後漏れがより確実に防止される。
【００１８】
　しかも、仮に体液Ｎが第１立体ギャザー起立部１１を乗り越えたとしても、溝部５２に
沿って前方又は後方に流れ（拡散し）、通常の誘導ルートに乗せられるため、体液Ｎの前
後漏れがより確実に防止される。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によると、横向き寝で使用される場合においても効果的に前後漏れを防止するこ
とができる吸収性物品となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】立体ギャザーによって誘導される尿等の体液の流れの説明図である。
【図２】固定部、半起立部及び起立部における起立状態の説明図である。
【図３】溝部によって誘導される尿等の体液の流れの説明図である。
【図４】吸収パッドの平面図である。
【図５】吸収パッドをアウターに装着する際の説明図である。
【図６】各立体ギャザーにおける固定部、半起立部及び起立部の位置関係を示す図である
。
【図７】図６のＺ１－Ｚ１線部分の断面図である。
【図８】図６のＺ２－Ｚ２線部分の断面図である。
【図９】図６のＺ３－Ｚ３線部分の断面図である。
【図１０】図６のＺ４－Ｚ４線部分の断面図である。
【図１１】固定部、半起立部及び起立部におけるギャザーシート固定部分の説明図である
。
【図１２】溝部の形態例である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　次に、本発明を実施するための形態を説明する。
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　なお、本発明は、尿採りパッド等の吸収パッド、テープ型使い捨ておむつ、パンツ型使
い捨ておむつ等の吸収性物品に適用可能であるが、以下では、その一例として、本発明を
吸収パッドに適用する場合について説明する。また、吸収パッドに適用する場合、当該吸
収パッドの使用態様は特に限定されず、例えば、軽失禁等による尿漏れ防止を目的として
下着内に装着される使用態様であっても、経済的負担の軽減等を目的として使い捨ておむ
つ等のアウター吸収性物品の立体ギャザー間に重ねて装着される使用態様であってもよい
。
【００２２】
　図４に、本形態の吸収パッドＰの平面図を示した。吸収パッドＰは、透液性のトップシ
ート１と、不透液性のバックシート２と、トップシート１及びバックシート２間に介装さ
れた吸収体３とが備わる本体部を有する。
【００２３】
　トップシート１は、尿等の体液を吸収体４に向けて透過させる機能を有する。トップシ
ート１自体が体液保持性を有してもよいが、トップシート１は着用者の肌と接するシート
であることから、体液保持性よりも体液透過性が重視される。
【００２４】
　トップシート１は、例えば、透液性（液透過性）を有する不織布等によって形成される
。当該不織布の構成繊維としては、天然繊維、合成繊維、再生繊維のいずれをも使用する
ことができる。天然繊維としては、例えば、綿、セルロース（木材パルプ）、羊毛、絹等
からなる繊維を例示することができる。また、合成繊維としては、例えば、ポリプロピレ
ン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）等のポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）等のポリエステル、ナイロン、アクリル、アミド等からなる繊維を例示すること
ができる。さらに、再生繊維としては、レーヨンやキュプラ等からなる繊維を例示するこ
とができる。ＰＥ及びＰＰ、ＰＥ及びＰＥＴ等の上記繊維を適宜混合したバイコンポーネ
ント繊維（混合繊維）を使用することもできる。
【００２５】
　これらの繊維から不織布を製造する方法は特に限定されず、公知の方法を採用すること
ができる。具体的には、例えば、ケミカルボンド法、サーマルボンド法、スパンレース法
等を採用することができる。
【００２６】
　トップシート１は、吸収体３の表面側（肌当接面側）を覆う形状、大きさとされる。具
体的には、例えば、幅方向の長さＬ３が１７５～２００ｍｍ、前後方向の長さＬ２が３６
０～６３０ｍｍの長方形状等とされる。後述するように、幅方向の長さＬ３は、バックシ
ート２の幅方向の長さＬ１よりも短くされており、他方、前後方向の長さＬ２は、バック
シート２の前後方向の長さＬ２と同じとされている。なお、本明細書において、前後方向
とは、腹側（前側）と背側（後側）を結ぶ方向を意味する。また、幅方向とは、前後方向
と直交する方向を意味する。
【００２７】
　バックシート２は、吸収体４等が吸収した尿等の体液が裏面側に漏れるのを防止する機
能を有する。バックシート２は、例えば、ポリエチレンシート等の不透液性を有するシー
トによって形成される。ただし、ムレ防止の観点からは、透湿性を有するシートによって
形成されているのが好ましい。この透湿性を有するシートとしては、例えば、ポリエチレ
ンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂中に無機充填剤を溶融混練してシートを成形し
た後、一軸又は二軸方向に延伸することによって得られた微多孔性シートを好適に使用す
ることができる。
【００２８】
　バックシート２は、吸収体３の裏面側を覆う形状、大きさとされる。具体的には、例え
ば、幅方向のＬ１が２１０～３００ｍｍ、前後方向の長さＬ２が３６０～６３０ｍｍの長
方形状等とされる。本形態では、このバックシート２の外形が製品（吸収パッドＰ）の外
形を構成している。
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【００２９】
　バックシート２の前後端部は、トップシート１の前後端部と重なっている。この重なり
部分（積層部分）は、例えば、ホットメルト接着剤等の接着剤、熱融着、超音波等によっ
て接合される。
【００３０】
　他方、バックシート２の幅方向外側端縁は、トップシート１の幅方向外側端縁よりも外
方まで延在している。この延在部分は、後述する第２立体ギャザー２０の基端シート４２
と重なっている。この重なり部分（積層部分）も、例えば、ホットメルト接着剤等の接着
剤、熱融着、超音波等によって接合される。この接合部におけるバックシート２及び基端
シート４２間には、好適には弾性伸縮部材が前後方向に伸張した状態で固定される。この
弾性伸縮部材は、例えば、吸収体１４の幅方向両側縁に沿い、バックシート２及び基端シ
ート４２の少なくとも一方に対して固定され、もってバックシート２及び基端シート４２
で形成される接合部にギャザー等が形成される。
【００３１】
　バックシート２の裏面には、図５に示すように、粘着剤層等からなるズレ止め部２Ｘが
設けられている。このズレ止め部２Ｘは、使い捨ておむつや下着等のアウター１００に吸
収パッドＰを装着した際に、当該吸収パッドＰがアウター１００からズレないように固定
する機能を有する。
【００３２】
　ズレ止め部２Ｘとしては、例えば、アウター１０の構成繊維等に引っ掛かる突起を多数
有するフックテープを使用することもできる。フックテープの突起の形状としては、例え
ば、フック状、キノコ状、レ字状、Ｊ字状、Ｔ字状、ダブルＪ字状（Ｊ字状のものを背合
わせに結合した形状）等を例示することができる。フックテープは、ホットメルト接着剤
等の接着剤によってバックシート２の裏面に固定することができる。
【００３３】
　ズレ止め部２Ｘは、図示例のように、剥離シート２Ｙによって剥離可能に被覆しておき
、吸収パッドＰをアウター１００に装着する際に剥離シート２Ｙを剥離してズレ止め部２
Ｘを露出させるのが望ましい。
【００３４】
　図示例では、ズレ止め部２Ｘが腹側にのみ設けられているが、腹側及び背側の両方に設
けられていても、背側のみに設けられていても、股間部に設けられていてもよい。また、
ズレ止め部２Ｘは、腹側から背側まで連続していてもよい。ズレ止め部２Ｘは、１箇所の
みに設けられていても、複数箇所に設けられていてもよい。ただし、複数箇所とする場合
は、腹側及び背側それぞれに、各１箇所以上設けるのが好ましい。特に、本形態の吸収パ
ッドＰは立体ギャザー（１０，２０，３０）の起立高さを制御することによって体液の流
れを誘導し、前後漏れを防止するものであることから、吸収パッドＰの平面方向へのズレ
は可及的に防止するのが好ましく、ズレ止め部２Ｘも可及的に広範囲に設けるのが好まし
い。また、広範囲に設けるとアウター１００に対する吸収パッドＰの装着がし難くなるよ
うであれば、ズレ止め部２Ｘが後述する一対の第１立体ギャザー１０間に位置するように
設けるとよい。一対の第１立体ギャザー１０間においては、尿等の体液の量が最も多いた
め、吸収パッドＰがよれる等すると、当該体液が第１立体ギャザー１０に向かって流れる
ことなく前後方向にのみ流れ、前後漏れが生じるおそれがある。しかるに、ズレ止め部２
Ｘを一対の第１立体ギャザー１０間に位置するように設け、当該部位のよれ等を防止する
と、体液の多くは第１立体ギャザー１０に向かって確実に流れ、本発明による効果が奏せ
られ易くなる。
【００３５】
　ズレ止め部２Ｘは、通常、吸収体３が存在する領域に収まる形状、大きさとされる。た
だし、上記した立体ギャザー（１０，２０，３０）の起立高さを好適に制御するという観
点からは、幅方向の長さが、吸収パッドＰの幅方向の長さＬ１の２０～５０％とされ、前
後方向の長さ（前後方向に複数設ける場合は総長さ）が、吸収パッドＰの前後方向の長さ
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Ｌ２の１０～１００％とされるのが好ましい。なお、この際、ズレ止め部２Ｘは、幅方向
中央部に配置される。
【００３６】
　ズレ止め部２Ｘを有する吸収パッドＰをアウター１００に装着するに際しては、剥離シ
ート２Ｙを剥がし、ズレ止め部２Ｘを露出させてから、吸収パッドＰの裏面をアウター１
００の股間部等の内面に当接させる。これにより、ズレ止め部２Ｘがアウター１００の内
面に止着され、吸収パッドＰのズレやよれ等が防止される。
【００３７】
　吸収体４は、尿等の体液を吸収し、保持する機能を有する。したがって、吸収体４とし
ては、例えば、パルプ繊維の積繊体、セルロースアセテート等のフィラメントの集合体、
不織布等を基本とし、必要により高吸収性ポリマーを混合、固着等してなるコア状のもの
を使用することができる。
【００３８】
　吸収体４を構成する繊維の目付け量は特に限定されないが、好ましくは１００～６００
ｇ／ｍ2である。また、吸収体４を構成する高吸収性ポリマーの目付け量も特に限定され
ないが、好ましくは４００ｇ／ｍ2以下である。ただし、この繊維や高吸収性ポリマーの
目付け量は、幅方向外側に向かって徐々に多くなるようにするのが好ましい。このような
変化を加えると、体液の横漏れも確実に防止することができるほか、後述する第１立体ギ
ャザー１０、第３立体ギャザー３０及び第２立体ギャザー２０の起立を、この順に高くす
ることができ、体液の流れをより確実に誘導することができる。このように吸収体４の目
付け量は、体液保持力のほか、立体ギャザー１０，２０，３０の起立性を考慮して決定さ
れる。
【００３９】
　吸収体４は、特に図示はしないが、好適にはクレープ紙やちり紙等の外包材によって包
まれる。また、吸収体１４は、単層コア構造であっても、２層以上の複数層コア構造であ
ってもよい。さらに、吸収体１４は、平面方向に関して複数に分割されていてもよい。
【００４０】
　吸収体４の形状、大きさ等は特に限定されない。吸収体４の形状は、図示例のような長
方形状とすることができるほか、例えば、相対的に腹側が背側よりも幅広な帯状、台形状
、楕円形状等とすることができる。吸収体４を長方形状とする場合、吸収体４の幅方向の
長さは、１５０～２６０ｍｍ、前後方向の長さは、３００～５８０ｍｍ、厚さは、５～４
０ｍｍとすることができる。
【００４１】
　以上のトップシート１、バックシート２及び吸収体３から構成される本体部の少なくと
も一方の幅方向外側部には、好ましくは幅方向両外側部それぞれには、前後方向に延在す
る複数の立体ギャザーが、図示例では各３つで、計６つの立体ギャザー１０，２０，３０
が備えられている。
【００４２】
　各立体ギャザー１０，２０，３０は、例えば、前後方向に延在するギャザーシート４１
と、このギャザーシート４１に起立先端部に前後方向に伸張した状態で固定された弾性伸
縮部材４４とで構成される。
【００４３】
　ギャザーシート４１は、例えば、プラスチックシートやメルトブローン不織布等によっ
て形成される。ただし、ギャザーシート４１は、着用者の肌に触れるシートであることか
ら、肌触り性を向上させるために、不織布にシリコン等によって撥水処理が施されたシー
トを好適に使用することができる。また、液が透過し難い不織布として、例えば、スパン
ボンド不織布、スパンボンド不織布－メルトブローン不織布－スパンボンド不織布、スパ
ンボンド不織布－メルトブローン不織布－メルトブローン不織布－スパンボンド不織布、
ヒートロール不織布、不透液性不織布、エアースルー不織布等も好適に使用することがで
きる。
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【００４４】
　ギャザーシート４１は、単層不織布であっても、積層不織布であってもよい。また、ギ
ャザーシート４４の繊維目付け量は特に限定されないが、１０～３０ｇ／ｍ2とするのが
好ましい。
【００４５】
　弾性伸縮部材４４は、例えば、糸状、紐状、帯状等の形状とされる。弾性伸縮部材４４
の素材としては、例えば、スチレン系ゴム、オレフィン系ゴム、ウレタン系ゴム、エステ
ル系ゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、スチレンブタジエン、シリコン
、ポリエステル等を例示することができる。
【００４６】
　特に弾性伸縮部材４４としてスパンデックス糸ゴムを使用する場合、各弾性伸縮部材４
４の太さは、４７０～１２４０ｄｔｅｘとするのが好ましく、６２０～９４０ｄｔｅｘと
するのがより好ましい。また、弾性伸縮部材４４の固定状態における伸長率は、１５０～
３５０％とするのが好ましく、２００～３００％とするのがより好ましい。なお、本明細
書において、伸長率とは、自然長を１００％としたときの値を意味する。
【００４７】
　弾性伸縮部材４４を糸状とする場合、ギャザーシート４１の起立先端部に配置される弾
性伸縮部材４４の本数は、２～６本であるのが好ましく、３～５本であるのがより好まし
い。この場合、各弾性伸縮部材４４の配置間隔は、例えば、３～１０ｍｍとすることがで
きる。
【００４８】
　弾性伸縮部材４４は、例えば、ホットメルト接着剤等の接着剤を使用してギャザーシー
ト４１に固定することができる。
【００４９】
　本形態の立体ギャザー１０，２０，３０は、着用時に起立して横漏れを防止する機能を
有するほか、尿等の体液の流れを誘導する機能を有する。したがって、以上のように、ギ
ャザーシート４１の起立先端部（幅方向内側端部）に弾性伸縮部材４４が固定されること
で起立可能とされた形態を採用することもできるが、体液の流れをより正確に誘導すると
いう観点から、以下に示す形態を推奨する。
【００５０】
　すなわち、図７に示すように、まず、ギャザーシート４１は、前後方向（紙面を貫く方
向）に延在する基端シート４２と、この基端シート４２上において前後方向に延在する肌
当りシート４３とで構成される。基端シート４２の内側端縁４２ａ及び肌当りシート４３
の内側端縁４３ａは連続している。この基端シート４２及び肌当りシート４３は、別体と
され、基端シート４２の内側端縁４２ａ及び肌当りシート４３の内側端縁４３ａがホット
メルト接着剤等の接着剤、熱融着、超音波等によって接合されることで連続するように構
成されていてもよいが、図示例のように、連続するギャザーシート４１が折り返され、折
り返された部分が肌当りシート４３となり、基端となる部分が基端シート４２となること
で連続するように構成されていてもよい。
【００５１】
　一方、弾性伸縮部材４４は、基端シート４２及び肌当りシート４３が連続する部分（連
続部（４２ａ，４３ａ））、並びに肌当りシート４３の外側端部４３ｂに、前後方向に伸
張した状態で固定されている。
【００５２】
　図示例では、弾性伸縮部材４４が各部位に１本ずつ配置されているが、各部位にそれぞ
れ２本以上の複数本を並列配置することもできる。また、弾性伸縮部材４４は、ギャザー
シート４１の着用者の肌と接しない側の面に固定することもできるが、図示例にように、
１枚のギャザーシート４１を折り返して二層（二層）とし、この二層としたシート間に弾
性伸縮部材４４を配置するのが好適である。
【００５３】
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　さらに、図示例では、ギャザーシート４１の折返しにより、肌当りシート４３及び基端
シート４２の一部（肌当りシート４３側の端部）のみが二層とされているが、ギャザーシ
ート４１の折返しによって肌当りシート４３及び基端シート４２の全体を二層とすること
や三層以上の多層とすることもできる。また、この多層化は、ギャザーシート４１の折返
しによらず、２枚以上のシートを積層することによって実現してもよい。
【００５４】
　本形態においては、以上のようにしてなる立体ギャザーとして、図６に示すように、幅
方向内側に位置する第１立体ギャザー１０、幅方向外側に位置する第２立体ギャザー２０
、及び第１立体ギャザー１０と第２立体ギャザー２０との間に位置する第３立体ギャザー
３０が備えられている。立体ギャザー１０，２０，３０は、本体部の幅方向両外側部それ
ぞれに設けられており、幅方向中心線Ｊ１を挟んで対称となるように配置されている。こ
の点、本形態の吸収パッドＰは横向き寝で使用されることを想定するが、立体ギャザー１
０，２０，３０が幅方向中心線Ｊ１を挟んで対称となるように配置されることで、右肩が
下側となる横向き寝で使用されても、左肩が下側となる横向き寝で使用されても同様に横
漏れ及び前後漏れが防止される。
【００５５】
　特に図示はしないが、相互に隣接する立体ギャザー間に更に立体ギャザーを並べる等し
て、本体部の幅方向両外側部それぞれに各４つ（計８つ）以上の複数の立体ギャザーが並
ぶように構成することもできる。
【００５６】
　次に、各立体ギャザー１０，２０，３０について、詳細に説明する。
　第１立体ギャザー１０は、図６に示すように、前後方向中央側に位置する起立部１１と
、前後方向両端側に位置する固定部１２と、起立部１１及び固定部１２間に位置する半起
立部１３とを有する。
【００５７】
　ここで起立部１１の前後方向中央側とは、起立部１１が固定部１２や半起立部１３に対
して相対的に前後方向中央側に位置することを意味し、存在位置を特定の部位に限定する
趣旨ではない。同様に、固定部１２の前後方向両端側とは、固定部１２が起立部１１や半
起立部１３に対して相対的に前後方向両端側に位置することを意味し、存在位置を特定の
部位に限定する趣旨ではない。ただし、前述したように、吸収パッドＰは、右肩が下側と
なる横向き寝で使用され場合も、左肩が下側となる横向き寝で使用される場合も存在する
ため、起立部１１や固定部１２、半起立部１３は、前後方向中心線Ｊ２を挟んで対称とな
るように配置されているのが好適である。以上は、以下で説明する第２立体ギャザー２０
や第３立体ギャザー３０の起立部や固定部、半起立部等についても同様である。
【００５８】
　起立部１１は、図１１の（３）に示すように、基端シート４２の内側部分（起立中央部
）４２Ａ及び肌当りシート（起立先端部）４３が本体部側の部材に非固定とされ、基端シ
ート４２の外側部分（起立基端部）４２Ｂが本体部側の部材に固定された部位である。
【００５９】
　なお、図１１の（１）～（３）においては、起立部１１，２１…、固定部１２，２２…
、半起立部１３，３３Ａ…等の前後方向に関する延在範囲を矢印で示し、この矢印に該当
部位と同一の符号を付している。また、基端シート４２の内側部分４２Ａの幅方向に関す
る延在範囲も矢印で示し、この矢印に符号４２Ａを付しており、基端シート４２の外側部
分４２Ｂの幅方向に関する延在範囲を矢印で示し、この矢印に符号４２Ｂを付しており、
肌当りシート４３の幅方向に関する延在範囲を矢印で示し、この矢印に符号４３を付して
いる。また、基端シート４２（内側部分４２Ａ及び外側部分４２Ｂ）が固定されている部
分は、右斜め下がりのハッチングで示しており、肌当りシート４２が固定されている部分
は、左斜め下がりのハッチングで示しており、したがって、基端シート４２及び肌当りシ
ート４３の両方が固定されている部分は、クロスするハッチングで示している。以上は、
以下で説明する第２立体ギャザー２０や第３立体ギャザー３０についても同様である。
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【００６０】
　本形態において、本体部側の部材は、対象となるシートの本体部側に位置する部材であ
り、例えば、トップシート１やバックシート２、ギャザーシート４１の他の部位等を意味
する。また、基端シート４２や肌当りシート４３の本体部側の部材に対する固定は、例え
ば、ホットメルト接着剤等の接着剤、熱融着、超音波等を使用して行うことができる。
【００６１】
　キャザーシート４１を固定する接着剤としては、例えば、エチレン酢酸ビニル共重合体
樹脂（ＥＶＡ；Ｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｖｉｎｙｌ　Ａｃｅｔａｔｅ）、ポリビニルアルコー
ル（ＰＶＡ）、アクリルアミド・ポリビニルアルコール共重合体、アクリル酸エステル・
酢酸ビニル共重合体、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ＳＩＳ、ＳＢＳ、ＳＩＢ
Ｓ、ＳＥＰＳ等のスチレン系エラストマー、ポリエステル・アクリル系エラストマー、ポ
リオレフィン系エラストマー等を適宜使用することができる。また、接着剤を塗布する方
法としては、例えば、カーテン法、ビート法、スロット法、スパイラル法等、周知の塗布
方法（例えば、スプレー塗布やブレードコートなど）を採用することができる。この点も
、以下で説明する第２立体ギャザー２０や第３立体ギャザー３０において同様である。
【００６２】
　起立部１１が以上のように固定・非固定とされていると、図９や図１０に示すように、
吸収パッドＰの着用時においては、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び肌当りシート４
３が起立するため、起立部１１における第１立体ギャザー１０の起立は大きなものとなる
。また、着用者の肌に対しては、肌当りシート４３が面的に接するため、尿等の体液が第
１立体ギャザー１０を乗り越え難くなる。
【００６３】
　起立部１１の前後方向の長さ（延在長）は特に限定されないが、製品（吸収パッドＰ）
の前後方向の長さＬ２の、好ましくは１０～４０％、より好ましくは２０～３０％である
。なお、第１立体ギャザー１０を構成する基端シート４２の幅方向の長さは、好ましくは
１０～３０ｍｍ、より好ましくは１０～１５ｍｍである。また、第１立体ギャザー１０を
構成する肌当りシート４３の幅方向の長さは、好ましくは３～２０ｍｍ、より好ましくは
５～１０ｍｍである。
【００６４】
　半起立部１３は、図１１の（３）に示すように、肌当りシート４３が本体部側の部材に
非固定とされ、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び外側部分４２Ｂが本体部側の部材に
固定された部位である。このように半起立部１３が固定・非固定とされていると、図８に
示すように、着用時においては、肌当りシート４３のみが起立することになるため、半起
立部１３における第１立体ギャザー１０の起立は小さなものとなる。したがって、半起立
部１３における第１立体ギャザー１０が着用者の肌に接するとしても、その接触は線的に
なり、横漏れを誘発しない範囲で体液が当該第１立体ギャザー１０を乗り越える。
【００６５】
　各半起立部１３の前後方向の長さ（延在長）は特に限定されないが、製品（吸収パッド
Ｐ）の前後方向の長さＬ２の、好ましくは２～２０％、より好ましくは５～１０％である
。
【００６６】
　固定部１２は、図１１の（３）に示すように、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び外
側部分４２Ｂ並びに肌当りシート４３の全てが本体部側の部材に固定された部位である。
したがって、図７に示すように、固定部１２における第１立体ギャザー１０は起立しない
。固定部１２は、着用者の腰部や背部周りを構成する部位であり、着用者の肌と面的に接
することが重要である。
【００６７】
　各固定部１２の前後方向の長さ（延在長）は特に限定されないが、製品（吸収パッドＰ
）の前後方向の長さＬ２の、好ましくは１０～３０％、より好ましくは２５～３０％であ
る。
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【００６８】
　次に、第２立体ギャザー２０は、図６に示すように、第１立体ギャザー１０の幅方向外
側、本形態では第３立体ギャザー３０を介して幅方向外側に並び、前後方向中央側に位置
する起立部２１と、前後方向両端側に位置する固定部２２とを有する。第２の立体ギャザ
ー２０の起立部２１は、前後端部が第１立体ギャザー１０の半起立部１３の幅方向外側（
下方、側方）まで延在する。
【００６９】
　起立部２１は、図１１の（１）に示すように、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び肌
当りシート４３が本体部側の部材に非固定とされ、基端シート４２の外側部分４２Ｂが本
体部側の部材に固定された部位である。したがって、図８～１０に示すように、吸収パッ
ドＰの着用時においては、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び肌当りシート４３が起立
し、起立部２１における第２立体ギャザー２０の起立は大きなものとなる。また、着用者
の肌に対して肌当りシート４３が面的に接するため、尿等の体液が第２立体ギャザー２０
を乗り越え難くなる。
【００７０】
　起立部２１の前後方向の長さ（延在長）は特に限定されないが、製品（吸収パッドＰ）
の前後方向の長さＬ２の、好ましくは５０～８０％、より好ましくは６０～７０％である
。第１立体ギャザー１０の起立部１１と比べて第２立体ギャザー２０の起立部２１を前後
方向に関して長くすることで、起立がより高くなり、横漏れが確実に防止される。
【００７１】
　なお、第２立体ギャザー２０を構成する基端シート４２の幅方向の長さは、好ましくは
１０～４０ｍｍ、より好ましくは２０～３０ｍｍである。また、第２立体ギャザー２０を
構成する肌当りシート４３の幅方向の長さは、好ましくは３～２０ｍｍ、より好ましくは
１０～１５ｍｍである。この基端シート４２や肌当りシート４３の幅方向の長さも、第１
立体ギャザー２０と比べて起立をより高くするという観点から設計される。
【００７２】
　固定部２２は、図１１の（１）に示すように、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び外
側部分４２Ｂ並びに肌当りシート４３の全てが本体部側の部材に固定されている。したが
って、図７に示すように、固定部２２における第２立体ギャザー２０は起立しない。固定
部２２は、着用者の腰部や背部周りを構成する部位であり、着用者の肌と面的に接するこ
とが重要である。
【００７３】
　各固定部２２の前後方向の長さ（延在長）は特に限定されないが、製品（吸収パッドＰ
）の前後方向の長さＬ２の、好ましくは１０～３０％、より好ましくは１０～１５％であ
る。
【００７４】
　第３立体ギャザー３０は、図６に示すように、第１立体ギャザー１０の幅方向外側に隣
接して、図示例では、第１立体ギャザー１０と第２の立体ギャザー２０との間に設けられ
ている。第３立体ギャザー３０は、前後方向中央側に位置する第１半起立部３３Ａと、こ
の第１半起立部３３Ａの前後に位置する起立部３１と、前後方向両端側に位置する固定部
３２と、起立部３１及び固定部３２間に位置する第２半起立部３３Ｂとを有する。第３立
体ギャザー３０の起立部３１又は第２半起立部３３Ｂは、図示例では第２半起立部３３Ｂ
は、第１立体ギャザー１０の半起立部１３の幅方向外側（下方、側方）に位置する。
【００７５】
　起立部３１は、図１１の（２）に示すように、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び肌
当りシート４３が本体部側の部材に非固定とされ、基端シート４２の外側部分４２Ｂが本
体部側の部材に固定された部位である。したがって、図９に示すように、吸収パッドＰの
着用時においては、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び肌当りシート４３が起立するた
め、起立部３１における第３立体ギャザー３０の起立は大きなものとなる。また、着用者
の肌に対して肌当りシート４３が面的に接するため、尿等の体液が第３立体ギャザー３０
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を乗り越え難くなる。
【００７６】
　起立部３１の前後方向の長さ（延在長）は特に限定されないが、製品（吸収パッドＰ）
の前後方向の長さＬ２の、好ましくは５５～７５％、より好ましくは６０～７０％である
。
【００７７】
　第１半起立部３３Ａ及び第２半起立部３３Ｂは、図１１の（２）に示すように、肌当り
シート４３が本体部側の部材に非固定とされ、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び外側
部分４２Ｂが本体部側の部材に固定された部位である。したがって、図８や図１０に示す
ように、吸収パッドＰの着用時においては、肌当りシート４３のみが起立することになり
、半起立部３３Ａ，３３Ｂにおける第３立体ギャザー３０の起立は小さなものとなる。し
たがって、半起立部３３Ａ，３３Ｂにおける第３立体ギャザー３０が着用者の肌に接する
としても、その接触は線的になるため、横漏れを誘発しない範囲で体液が当該第３立体ギ
ャザー３０を乗り越える。
【００７８】
　各半起立部３３Ａ，３３Ｂの前後方向の長さ（延在長）は特に限定されないが、製品（
吸収パッドＰ）の前後方向の長さＬ２の、好ましくは２～２０％、より好ましくは５～１
０％である。
【００７９】
　固定部３２は、図１１の（２）に示すように、基端シート４２の内側部分４２Ａ及び外
側部分４２Ｂ並びに肌当りシート４３の全てが本体部側の部材に固定された部位である。
したがって、図７に示すように、固定部３２における第３立体ギャザー３０は起立しない
。固定部３２は、着用者の腰部や背部周りを構成する部位であり、着用者の肌と面的に接
することが重要である。
【００８０】
　各固定部３２の前後方向の長さ（延在長）は特に限定されないが、製品（吸収パッドＰ
）の前後方向の長さＬ２の、好ましくは１０～３０％、より好ましくは１５～２０％であ
る。
【００８１】
　以上の立体ギャザー１０，２０，３０が備わる本形態の吸収パッドＰによると、横向き
寝で使用された場合は、体液排泄部Ｎｘで本体部上に排泄された体液が、下側に位置した
第１立体ギャザー１０に向かって下方に流れた後、第１立体ギャザー１０に沿って前後に
流れる。この前後に流れた体液は、第１立体ギャザー１０の半起立部１３を乗り越え、第
３立体ギャザー３０の第２半起立部３３Ｂに当たるまで下方に流れる。この第２半起立部
３３Ｂに当たった体液の一部は、第３立体ギャザー３０に沿って前後方向中央側へ流れ、
残部は当該半起立部３３Ｂを乗り越える。第３立体ギャザー３０に沿って前後方向中央側
へ流れた一部の体液は、第１半起立部３３Ａを乗り越え、第２立体ギャザー２０の起立部
２１に当たるまで下方に流れる。この第２立体ギャザー２０の起立部２１に当たる体液は
、当該体液が本体部上を流れる過程において吸収体３等に吸収されているため少量である
。したがって、体液が第２立体ギャザー２０を乗り越えて横漏れが生じるおそれは少ない
。他方、第３立体ギャザー３０の半起立部３３Ｂを乗り越えた体液は、第２立体ギャザー
２０の起立部２１に当たるまで下方に流れる。この起立部２１に当たった体液は、更に当
該第２立体ギャザー２０に沿って前後方向中央側へ流れる。このように、本形態の吸収パ
ッドＰによると、体液Ｎが吸収体３の広い範囲で吸収されることになるため、前後漏れが
防止される。
【００８２】
　また、以上の形態によると、前後方向に流れる体液は、下側に位置する立体ギャザーの
近くを流れることになり、また、体液排泄部Ｎｘが前方又は後方にずれた場合は当該体液
排泄部Ｎｘから吸収体３の前後端までの距離が短くなり、更に吸収体３を有効利用する余
地がある。そこで、必要により、吸収体３に凹状又はスリット状の溝部を形成して体液が
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下側に位置する立体ギャザーから離れた部位も流れるように、あるいは前後方向中央側に
戻るように誘導するのが好ましい。具体的には、図３を参照しながら前述したように、第
１立体ギャザー１０の幅方向内側における吸収体３Ｘに、前後方向中央側から前後方向両
端側に向かって好ましくは直線状に延在し、かつ第１立体ギャザー１０との離間距離ＬＸ
が広がる溝部５１を形成することができる。また、同様に、第１立体ギャザー１０の幅方
向外側であって第２立体ギャザー２０の幅方向内側における吸収体３Ｙに、前後方向両端
側から前後方向中央側に向かって好ましくは直線状に延在し、かつ第２立体ギャザー２０
との離間距離ＬＹが広がる溝部５２を形成することができる。この溝部５２は、第１立体
ギャザー１０と第３立体ギャザー３０との間に形成されていても、第３立体ギャザー３０
と第２立体ギャザー２０との間に形成されていてもよい。
【００８３】
　溝部５１や溝部５２としては、図１２の（１）に示すように、吸収体３の表面側が凹む
ことによって形成された凹状溝５０Ｘや、図１２の（２）に示すように、吸収体３が吸収
体３Ａ，３Ｂに分割されており、両吸収体３Ａ，３Ｂが離間することによって形成された
スリット状溝５０Ｙ等を採用することができる。
【００８４】
　各溝部５１，５２の前後方向に関する長さは、吸収パッドＰの前後方向に関する長さＬ
２の５～２５％とされるのが好ましい。また、溝部５１，５２の幅は、５～２０ｍｍとさ
れるのが好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　本発明は、立体ギャザーが備わる吸収パッド、テープ型使い捨ておむつ、パンツ型使い
捨ておむつ等の吸収性物品として適用可能である。
【符号の説明】
【００８６】
　１…トップシート、２…バックシート、３…吸収体、１０…第１立体ギャザー、１１，
２１，３１…起立部、１２，２２，３２…固定部、１３，３３Ａ，３３Ｂ…半起立部、２
０…第２立体ギャザー、３０…第３立体ギャザー、４１…ギャザーシート、４２…基端シ
ート、４３…肌当りシート、４４…弾性伸縮部材、Ｐ…吸収パッド。
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